
◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

及び児童福祉法の一部を改正する法律 
（平成二八年六月三日法律第六五号）   

一、提案理由（平成二八年四月二二日・衆議院厚生労働委員会） 

○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の

理由及び内容の概要を御説明いたします。 

障害者の地域移行や一般就労への移行が進む中、障害者が望む地域生活の実現や職場

への定着を図るとともに、障害者の高齢化や障害児支援のニーズの多様化への対応を進

めるため、より一層のきめ細かな支援が求められています。こうした状況を踏まえ、障

害福祉サービスの拡充等を図るため、この法律案を提出いたしました。 

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、施設やグ

ループホームに入所、入居していた者等を対象として定期的な巡回訪問や随時の対応等

を行う自立生活援助を創設します。また、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、

就労定着支援を創設します。さらに、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用

を促進するため、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続いて介護保険サービス

を利用する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けます。 

第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供す

るサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について、乳児院及び児童養護施設

に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害児福祉計画を

定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、

保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。 

第三に、補装具費について、短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の

借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組み

を設けます。 

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としてい

ます。 

以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成二八年五月一二日） 

○渡辺博道君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。 

まず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法

の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報

告申し上げます。 

本案は、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、所要の措置を講じよ



うとするもので、その主な内容は、 

第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、新たな障

害福祉サービスとして就労定着支援及び自立生活援助を設けること、 

第二に、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続いて介護保険サービスを利用

する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けること、 

第三に、保育所等訪問支援について乳児院等に入所している障害児に対象を拡大する

など、障害児通所支援を拡充すること 

等であります。 

本案は、去る四月十九日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付

託されました。 

本委員会におきましては、二十二日に塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、

五月十日参考人から意見を聴取し、昨日、政府に対して質疑を行った後、質疑を終局い

たしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決す

べきものと議決した次第であります。 

なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

以上、御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

○附帯決議（平成二八年五月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、その施行

状況を踏まえつつ、その在り方について必要な見直しを検討すること。また、軽減措

置の実施に当たっては、一時払いへの対応が困難な低所得者への配慮措置を検討する

こと。 

二 障害福祉制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢になってもニーズに即

した必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護保険優先原則

の在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏まえつつ、引き続き

検討を行うこと。 

三 入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏まえ、

個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、その利用の在り方について検討するこ

と。また、障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることができるよう、看護補

助者の配置の充実等、病院におけるケアの充実に向けた方策を検討すること。 

四 自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希望する

障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機関との緊密な

連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応じた適時適切な支援

が行われるような仕組みとすること。 

五 障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継続支援



について、一般就労への移行促進や工賃・賃金の引上げに向けた取組をより一層促進

すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労働施策との連携を十分に図る

とともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に行いつつ、個々の障害者の実態に即

した適切な支援が実施されるよう指導を徹底すること。 

六 通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域での自立

した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策との連携を進め

るとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行状況等を勘

案しつつ、モデル事業を実施するなど利用者のニーズに応じたきめ細かな支援の充実

策を検討し、必要な措置を講ずること。 

七 障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者本人の

意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより適切に反映す

るための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要な措置を講ずること。

あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改善策を早急に講ずること。 

八 障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切になさ

れるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討を行い、必要な措

置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見制度の適切な利用を

促進するための取組を推進すること。 

九 精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、地域移

行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決定、意思表明

支援の在り方等について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。また、相談支

援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層推進すること。 

十 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象疾病につ

いては、指定難病に関する検討状況を踏まえつつ、障害福祉サービスを真に必要とす

る者が十分なサービスを受けることができるよう、引き続き、必要な見直しを検討す

ること。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成二八年五月二五日） 

○三原じゅん子君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会

における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

まず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法

の一部を改正する法律案は、全ての国民が障害の有無にかかわらず共生する社会の実現

を図る観点から、障害者及び障害児の支援に係る施策の充実を図るため、自立支援給付

及び障害児通所支援の充実、事業者に係る情報の公表制度の創設、市町村障害児福祉計

画及び都道府県障害児福祉計画の策定の義務付け等の措置を講じようとするものであり

ます。 

委員会におきましては、障害者の望む地域生活支援、就労支援の在り方、高齢障害者

等の利用者負担軽減策、障害児支援のニーズの多様化に向けた対応策、障害福祉サービ



スの質の確保、向上に向けた環境整備等について質疑を行うとともに、参考人より意見

を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より反対、

社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べら

れました。 

討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

……………（略）…………… 

なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年五月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、その施行

状況を踏まえつつ、障害者が制度の谷間に落ちないために、その在り方について必要

な見直しを検討するとともに、軽減措置の実施に当たっては、一時払いへの対応が困

難な低所得者への配慮措置を講ずること。また、障害福祉制度と介護保険制度の趣旨

を尊重し、障害者が高齢になってもニーズに即した必要なサービスを円滑に受けられ

ることが重要との観点から、介護保険優先原則の在り方については、障害者の介護保

険サービス利用の実態を踏まえつつ、引き続き検討すること。 

二、入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏まえ、

個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、対象者の拡大等も含め、その利用の在

り方について検討すること。また、障害者が入院中に安心して適切な医療を受けるこ

とができるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけるケアの充実に向けた方策

を検討すること。 

三、自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希望する

障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機関との緊密な

連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応じた適時適切な支援

が行われるような仕組みとすること。また、既に一人暮らしをしている障害者も対象

にすることを検討すること。 

四、障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継続支援

について、適切なジョブマッチングを図るための仕組みを講じ、一般就労への移行促

進、退職から再就職に向けた支援、工賃及び賃金の引上げに向けた取組をより一層促

進すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労働施策との連携を十分に図

るとともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に行いつつ、個々の障害者の実態に

即した適切な支援が実施されるよう指導を徹底すること。 

五、障害者の雇用継続・職場定着において、関係機関を利用したり、協力を求めたりし



たことのある事業所の割合を高めるよう、事業所を含めた関係機関同士の連携をより

図るための施策について、障害者を中心とした視点から検討を加えること。 

六、障害者が事業所において欠くべからざる存在となることが期待されており、そのた

めに重要な役割を担っているジョブコーチや障害者職業生活相談員の質の向上が求め

られることから、より専門性の高い人材の養成・研修について検討すること。 

七、障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労を支援する上では主治医

や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、障害者の主治医及び

産業保健スタッフに対する障害者雇用に関する研修について必要な検討を行うこと。 

八、通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域での自立

した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策と連携するとと

もに、個別給付化を含め検討すること。あわせて、「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」の施行状況等を勘案しつつ、モデル事業を実施するなど利用者の  

ニーズに応じたきめ細かな支援の充実策を検討し、必要な措置を講ずること。 

九、障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者本人の

意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより適切に反映す

るための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要な措置を講ずること。

あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改善策を早急に講ずること。 

十、障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切になさ

れるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討し、必要な措置を

講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見制度の適切な利用を促進

するための取組を推進すること。 

十一、精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、地域

移行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決定、意思表

明支援の在り方等について早急に検討し、必要な措置を講ずること。また、相談支援、

アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層推進すること。 

十二、障害児福祉計画の策定に当たっては、保育所、幼稚園等における障害児の受入れ

状況や障害福祉計画との整合性に留意しつつ十分な量を確保するとともに、質の向上

も含めた総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 

十三、障害者等の家族を支援するため、専門家等による相談・助言体制の拡充及びレス

パイトケア等の支援策の充実を図ること。また、障害児のきょうだい等が孤立するこ

とのないよう、心のケアも含めた支援策の充実を図ること。 

十四、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象疾病に

ついては、医学や医療の進歩、指定難病に関する検討状況等を踏まえ、更なる拡充を

図るなど、障害福祉サービスを必要とする者が十分なサービスを受けることができる

よう、引き続き、必要な措置を講ずること。 

十五、平成三十年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定に当たっては、安定



財源を確保しつつ障害福祉従事者の賃金を含めた処遇改善、キャリアパスの確立、労

働環境改善、人材の参入及び定着、専門性向上等による人材の質の確保等に十分に配

慮して検討すること。 

十六、災害発生時において障害者等が安全にかつ安心して避難することができるよう、

個々の障害の特性に対応した福祉避難所の拡充及び専門的知識を有する人材の確保、

養成を図ること。また、福祉避難所が十分に機能するよう、福祉避難所の周知に努め

るとともに、日常からの避難訓練の実施、避難することが困難な障害者等の把握及び

その支援方法等について早急に検討すること。さらに、障害者が一般避難所を利用で

きるよう施設の整備等に努めるとともに、災害で入院した重度障害者等へのヘルパー

の付添い、災害時に閉所を余儀なくされた障害福祉事業所に対する支援などの緊急措

置を、関係法令にあらかじめ明記することを検討すること。 

十七、施行後三年の見直しの議論に当たっては、障害者の権利に関する条約の理念に基

づき、障害種別を踏まえた当事者の参画を十分に確保すること。また、同条約に基づ

き、障害者が障害のない者と平等に地域社会で生活する権利を有することを前提とし

つつ、社会的入院等を解消し、地域移行を促進するためのプログラムを策定し、その

計画的な推進のための施策を講ずること。 

 右決議する。 


